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第７回市立病院等の医療提供体制のあり方に関する検討会 

～北九州市の小児救急医療体制に関すること～ 

議事概要 

 

 

１ 開催日時 令和７年１２月２２日（月）１９：００～２０：４０ 

 

２ 開催場所 北九州市総合保健福祉センター（アシスト２１）６階 視聴覚室 

 

３ 出 席 者 松永座長、山下構成員（穴井構成員代理）、尾形構成員、古賀構成員、 

中西構成員、深野構成員、武藤構成員 

 

４ 議 事 

第６回の意見集約と新たな意見の聴取 

（１）第６回の主な意見等 

（２）主な意見を踏まえた整理 

    

５ 会議要旨 

（１）第６回の主な意見等 

 

〇事務局 

第６回の主な意見等について説明 

 

〇座長 

ありがとうございました。今ご説明いただいた前回の意見について、ご質問・ご意見

をいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

〇病院機構 

前回、非常に建設的ないい意見をいただいたと思っております。この中で、市立八幡

病院が１次救急といいますか、比較的軽症の方をたくさん受け持たせていただいて、た

だ、それが物理的にも厳しい状況になってきている現状があります。ご意見の中で、例

えば集約化の話とか、あるいは市立八幡病院を他の地域でもやっておられるように病

院の救急外来の一部で小児の初期救急医療、これをご支援いただきながら、開かれた病

院としてやっていく。そしてその中で特に重症の方・中等症以上の方についてはもちろ

ん市立八幡病院が引き受けさせていただくと、こういう具体的なお話をいただいたの

ですが、これは非常に素晴らしいソリューションなのではないかとお聞きしておりま

した。そのことにつきまして、皆様方のご意見をいただくなり、あるいは、ご同意があ

れば私どもとしてはいつでもその準備はできているということをここで申し上げたい

と思います。以上でございます。 

 

〇座長 

ありがとうございます。ほかの構成員の皆さん、あるいは事務局から何か追加、コメ

ントがあれば、お願いします。 
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〇構成員 

小倉医療センターが診ている患者の重症度と、市立八幡病院が診ている患者の重症

度はあまり変わらないのかもしれません。ただ、これだけ外来の患者が多かったら、グ

レーゾーンの患者さん、結局外来で診てもどうにかやっていけるという患者さんを入

院させる余力がないのだと思います。だから、この入院患者割合は少しバイアスがかか

ったデータになっているのではないかと思っております。小倉医療センターはどちら

かというと、グレーゾーンもとにかく入院させるという方針でやっていますので高い

というのは分かるのですが、１，２０６名という市立八幡病院は、入院させるとなると

結局外来患者を１０人くらい診る力が要るわけです。そのため、外来で診られそうな患

者は絶対に外来で診るという方向でやっているのだと思います。以上です。 

 

〇座長 

ありがとうございます。１ページ目の追加していただいた資料ですね。この数字は、

このまま比較はなかなかできないのではないかということでした。これは、病院機構か

らご意見があればお願いします。 

 

〇病院機構 

今、構成員がおっしゃったとおりでございます。実は、入院を担当する医師も夜間常

置しております。ただ、１人入院するとどうしても、次の入院までの間にものすごく負

担がかかりますので、ある程度「明日の朝まで頑張って、また来てください」という人

がおられる場合は、小児科医のほうがセレクションして、大丈夫だろうという人は取っ

ていないことがあります。なるべく取るようには私も申し上げていますが、入院させる

側と外来をする側のマンパワーの両方が要ります。逆に言うと、２万人もの外来患者も

さばかなければいけないということで、構成員が言っていただいたとおり、八幡病院は

１，２００人のうちの結構な重症度の外傷も非常に多く、重症も十分診て、軽症が山ほ

どいるということです。 

 

〇座長 

ありがとうございました。その辺りはどうしてもマンパワーとかキャパシティの問

題があるということですね。ほか、いかがでしょうか。 

 

〇構成員 

歴史的な経緯もあるのかもしれませんが、これまでは「患者さんは全員診る」という

姿勢で運営されてきたと思います。しかし現在は、その前提が明らかに破綻しており、

現状を改善するためには、何らかの機能を見直し、対策を講じなければ成り立たない状

況にあります。そこで、受診までの“フィルター”を強化し、一定のハードルを設ける

ために、♯８０００やテレフォンセンターといった相談窓口を充実させ、患者が電話相

談の段階で納得し、「それでは明日まで様子を見てみよう」と判断できるような体制を

整えることが必要と思われます。具体的には、電話回線数の増設などにより、時間をか

けて丁寧に説明できる体制づくりを整備するだけでなく、外来で行っている説明と同

等の内容を適切に伝えられるよう、相談員の研修によるスキルアップも必要ではない

でしょうか。 
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（２）主な意見を踏まえた整理    

〇座長 

ありがとうございます。次の（２）の議題で、さらにそこからどういう手を打ってい

くのかということも含めて、事務局に整理をしていただいております。（２）の議題に

ついて、最初に事務局からご説明いただいて、構成員の皆さんにご意見・ご質問をいた

だければと思います。では、まず事務局からご説明をよろしくお願いいたします。 

 

〇事務局 

資料２「主な意見を踏まえた整理」について説明 

 

〇座長 

ありがとうございました。１つずつご意見、あるいはご質問をいただければと思いま

す。まずピンク色の、「必要な時に必要な医療を受けられる環境づくり」について、ご

質問あるいはご意見があればお願いします。 

 

〇構成員 

まず情報発信のところですけれども、市の取組ですが、今まで北九州市の小児医療先

進都市づくり会議や小児救急ネットワーク部会で報告されており、十分に市は頑張っ

ていただいていますけれども、残念ながら効果がいまひとつだという印象を受けてお

ります。それに関して、次のテレフォンセンターが、小児に関しては約１万件受けてい

るということですけれども、その中でも参考資料６にありますように、小倉北区・南区

や門司区でも市立八幡病院のほうを受診しているということです。そこを何とか小倉

で完結するような形にしないといけないということで、テレフォンセンターの機能を

きっちりと把握していただきたいということがございます。テレフォンセンターにか

けたら、市立八幡病院を受診してくださいと小倉の患者さんが言われているわけです。

そういう変な誘導はしないように、どこに紹介したかということをきちんとデータ化

し、後で検証できるような形をとって、テレフォンセンターのスタッフの方にもきちん

と徹底していただきたいと思います。以上です。 

 

〇事務局 

ご意見ありがとうございます。私どもの部で急患センターのほうも所管をしており

ますので、実は第１回目の会議後に担当に確認をいたしました。実際、かかった方にど

のような対応をしているかということでございますけれども、基本的には、今時点では

まず休日急患センターのほうで案内をさせていただいております。ただ、先ほど病院機

構からご意見がありましたように、外傷の方などで、吐き気があるとかそういった方に

ついては、いったん市立八幡病院のほうにお聞きして、受け入れ可能かどうかといった

ところの確認をしている状態ということは確認いたしました。単なる熱発やそういっ

たところについては、基本的にはまずは急患センターのほうをご案内させていただい

て、それでも大きい病院のほうを受診されたいという方はいらっしゃいますけれども、

一応こちらのほうに来ていただければというご案内をしているということでございま

したので、こういったところをしっかり、また今後どういったふうに案内しているのか

ということころを、こちらのほうもしっかりとウォッチングしながら、適正にご案内を

させていただきたいと思っております。以上でございます。 
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〇座長 

ありがとうございます。構成員、お願いします。 

 

〇構成員 

参考資料１、２に適正受診・情報発信と書かれていますけれども、患者の受診行動に

影響を与える政策ということで考えると、２つの方法が考えられるのではないかと思

います。理屈の上での話ですけれども、１つは、ここにも書かれているような情報提供、

あるいは、情報開示によって患者さんを望ましい受診行動に誘導していくということ

かと思います。それから、２つ目としては、費用負担によって経済的誘導するというこ

とが考えられるのではないかと思います。最初の情報提供・情報開示に関しては、参考

資料２に示されているような、市立八幡病院の現状というか、非常に困難な状況という

のをできるだけ分かりやすい形で市民の方々に開示していくということが非常に大事

なのではないかと思います。 

この面で１つ参考事例としてご紹介しておきたいのが、有名な例ですけれども、兵庫

県立柏原病院の事例があります。「柏原」と書いて「かいばら」と読みますが、今は再

編で名前が変わったようです。ここも似たような話なのですけれども、小児科でコンビ

ニ受診がひどかったため、小児科が医療崩壊寸前までいっていたという事例です。そう

いった中で地域住民の方の中から、安易なコンビニ受診をやめようとか、あるいは、か

かりつけ医をきちんと持ちましょうといったような運動が起こってきて、地域医療の

崩壊を食い止めることができたという、そういう事例です。これは１つの例ですけれど

も、やはり地域医療を守っていくのは医療提供側だけではなく、やはり医療を受ける側

にも大きな責任があるということを示している事例なのではないかと思います。 

それから、２つ目の、経済的誘導に関しては、諸外国では救急車を有料にしている国

もあるわけです。例えば私は３年間スイスに赴任していましたけれども、当時は１回救

急車を使うと６万円くらいお金を取られました。さすがに日本ではなかなかそこまで

割り切った施策はとられていないですけれども、一部の自治体では、入院につながらな

かった軽症の救急搬送の患者さんから選定療養費を徴収しているという事例も出てき

ています。北九州市が直ちにそうした措置をとるべきだというわけではないのですけ

れども、１番目の情報発信ということがあまり効果がない場合には、そういう政策の選

択肢もあり得るのだということは念頭に置いておいてもいいのではないかと思います。

以上です。 

 

〇座長 

ありがとうございました。続きまして、構成員、お願いします。 

 

〇構成員 

まずテレフォンセンターの案内、それから相談機能の強化、これは、マンパワーを集

約するにあたっては、こうした機能強化は非常に大事だと思うのです。昨今、テレフォ

ンセンターばかりではなく、オンラインによる相談、あるいはオンラインによるトリア

ージというのが結構小児病院でも効果を上げているということが分かってきているの

で、ぜひとも強化施策の１つとして、オンライントリアージや相談というものをぜひと

も取り入れていただいたらと思います。以上です。 
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〇座長 

ありがとうございます。特に若い世代は、もう電話が嫌になっているようなところも

ありますので、もしかしたら非常に効果的かと思います。病院機構から、お願いします。 

 

〇病院機構 

今、構成員からオンラインの話がありましたが、特に若い方々の情報の取り方が随分

変わってきていると思っております。そのような中で、例えば今、恐らくこれからどん

どん発展するのがＣｈａｔＧＰＴとかＧｅｍｉｎｉとか、ああいう生成ＡＩがいろい

ろ答えてくれる。それから、それを使いながら実際に業者さんがそういった相談に答え

るようなシステムをどんどん作っています。例えばユビーとかＴ－ＰＥＣとかいうと

ころがどんどんやってきている。かなりの件数が、そこに問い合わせが来ています。そ

ういったところはドクターをリクルートしています。もちろん、やはり筋がいい情報と

いうのは、ここに書いてあるように、市のほうがやっておられる公的なものだと思うの

ですけれども、そういったところにある程度目を効かせて、正しい方向にきちんと情報

が出ているのか、あるいは、もしいいものであればそれも１つ活用していただくという

のも、もしかしたら情報をしっかりと把握していくといいのではないかと思いますの

で、付け加えさせていただきました。以上です。 

 

〇座長 

皆さんから今出していただいたところに関係するのですが、♯８０００やテレフォ

ンセンターにかかってきた電話の内容について、分析されているようなことはあるの

ですか。データを取って、それこそ、今はＡＩを使うと、個人情報の懸念は置いておい

て、ＡＩを使ってしまえば割と簡単に分類できるとか、いろいろなことが可能になって

いますが、それを分析して、こういう場合はこういう傾向があるというようなものが出

てくると、少し使えるのではないかという気がします。 

というのは、私は医療の専門家ではないので的外れなことを言っているかもしれま

せんが、こういう♯８０００にしてもテレフォンセンターにしても、使わない人はどれ

だけＰＲしても使わないと思うのです。では、どういう人が使うのか、あるいは使う可

能性があるのだけれども、なぜ使わないのか。そこの背中を押してあげるような取組の

ほうが、広く周知するよりは、やはりターゲットごとにアプローチを変えるというのが

マーケティング的には一番効果があるはずなので、そのためのデータ整備のようなと

ころ、データを取る、整理するというのは、すぐには無理かもしれませんが、もしかし

たら中期的には非常に効果的な取組に結び付くのではないかと気がしております。ご

参考までに。 

そのほか、いかがでしょうか。構成員、お願いします。 

 

〇構成員 

ご意見からしますと、実際に受診された患者さんが問診で♯８０００やテレフォン

センターを利用したというようなことを調べて、どういう人がそこに相談せずに来ら

れているかとか、そういうことが取れると、そういった方々をどうやって拾い上げてい

けばいいのかというのが分かるかもしれません。また、テレフォンセンターはつながら

ないとか、♯８０００はつながらないからもう直接来ましたという人も結構おられた
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りするので、まず、きちんと電話がつながるということも大事ではないかと思います

し、つながった後に一貫したマニュアルがあって、安易に受診を勧めないというか、き

ちんとトリアージが機能するようにできればいいと思います。 

 

〇座長 

ありがとうございます。データ活用からマニュアルの整備から誘導まで、システム的

に何かできるかもしれないというところですね。 

続いて、２つ目の「人材不足を引き起こさないマネジメント対策」に移りたいと思い

ます。この２つ目の項目でまたご質問・ご意見をいただければと思いますが、いかがで

しょうか。ここは確か前回の会議の時も、１つは市内の小児救急の体制を、今のままで

はパンクしてしまうので少し見直して、そのマンパワーを市立八幡病院等に集約する

という体制の見直しが必要ではないかというご意見が出ておりました。その辺りを実

際にやるとなると、住民の方への対応や課題も出てくると思いますが、やはりそこはど

うしても避けられないのではないかという意見が出ておりました。その辺りも含めて

ご意見・ご質問をいただければと思います。 

 

〇構成員 

意見というよりコメントなのですけれども、参考資料４は大変興味深いアンケート

結果が出ています。これを見ると、子どもが夜間・休日に受診が必要となった場合に希

望する医療機関が、夜間・休日に受診可能な診療所と、それから、検査・入院体制が整

った病院というふうに、一見すると二分されていて、人々のニーズが分裂しているよう

に見えるのですが、ただ一方で、参考資料６に示されているように、実際の受診医療機

関については非常に大きな地域差があるということを併せて考えると、実は回答した

人の住居地による差がそのまま出ているのではないかとも思えます。ですから、この辺

りについては、回答者の住所地データがあればそれとクロスさせて分析してみると、２

つに分かれている理由がはっきりするのではないかと思います。これはコメントです。 

 

〇座長 

ありがとうございました。参考資料４は、もう少し細かい住所や属性のようなものは

あるのですか。 

 

〇事務局 

区ごとはあるのですけれども、さらにその区の中のどこの地域とか、いわゆる細かな

住所まではアンケートでは取っていないという状況でございます。 

 

〇座長 

了解しました。ありがとうございます。では、構成員、お願いします。 

 

〇構成員 

参考資料４ですが、検査・入院体制が整った病院と、かかりつけの病院というのはあ

る程度一緒と考えたほうがいいかもしれません。結局、かかりつけの病院というのは検

査・入院体制が整った病院で、患者さんがもうかかりつけと思ったらわざわざ探さない

でその病院に受診するわけです。だから、夜間・休日に受診可能な診療所が１，１７７
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件で、かかりつけの病院を含んだ検査・入院体制が整った病院が１，５００件くらいと

見たほうが分かりやすいと思います。以上です。 

 

〇座長 

ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。病院機構からお願いします。 

 

〇病院機構 

私がこの参考資料４で感じたのは、この「夜間・休日に受診可能な診療所」というの

が、診療所なのか医療機関なのかが分からなかったです。それで、診療所ということに

なると、だいぶ違うのです。例えば市立八幡病院などは夜間・休日に受診可能だし、検

査・入院体制も整っている。だから、ここのところの診療所というのは少し引っかかっ

て、これを医療機関と見れば、やはり集約化という方向ではすごく進むと思いますし、

手近な診療所ということであれば、それはそれで考えなければならないと感じました。 

 

〇座長 

ありがとうございます。この点、いかがですか。 

 

〇事務局 

我々としては、診療所というのは休日急患診療所をイメージして聞いていますし、病

院というのはどちらかというと市立八幡病院的なところで聞いているのですけれども、

恐らくこれを受けたお母さんたちにとっては、その辺りではなくても、とにかく医療機

関という形で答えたのではないかというところではあります。 

 

〇座長 

複数回答ということですね。いわゆる診療所と病院の区別を、回答者としてはしてい

ない可能性が結構高いのではないかということです。ありがとうございます。ほかは、

いかがでしょうか。 

 

〇構成員 

先ほど病院機構と構成員からお話がありました、グレーゾーンの患者さんをなるべ

く受けるように、入院させるようにしているか、外来で頑張るようにしているかという

ことがあると、ここを見ますと、例えば市立八幡病院の１次救急機能を集約化したとし

ても、そこで１次救急を、例えば２人医師派遣をして診ても、入院が受けられないとな

ると、結局そこにボトルネックが生じてしまうのではないかと思います。そうなると、

市立八幡病院の病棟の当直の先生を２人立てないといけないのかとか、そういったと

ころが気になりました。私が市立中津市民病院やＪＣＨＯ徳山中央病院には病院の中

に１次救急があるとお話したのですけれども、もしかしたらそんな単純な問題ではな

くて、入院の受け皿もまた考えなければいけないのではないかと、病院機構のお話を聞

いて感じました。 

 

〇病院機構 

その点につきましては、やはり一番疲弊する原因・理由がウォークインで、比較的軽

症の方が来られる。そこですごく現場が疲弊しております。確かに入院になる患者さん
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がもしかしたら若干のバイアスがあるのかもしれませんけれども、例えばそこに大学

や近隣の医療機関のほうからの、比較的軽症の方を診てくださる方が応援に来られれ

ば、それはマンパワーとしては増強いたしますので、結果として入院がなかなか難しい

ということはないと思います。むしろ逆に、実際入院を診なければならないような患者

さんを拝見させていただくのは私ども医療機関の務めでもありますし、そこはあまり

心配ないのではないかと思います。 

ただ、やはり小児の救急というのは季節性といいますか、感染症があるかないかでも

のすごく変わってまいります。暖かい時はほとんど病棟がガラガラになることもあれ

ば、一方で、感染症が流行いたしますと、たちまち逼迫するような状況があって、その

辺りの季節的な問題、あるいは流行に関わる問題というのはなかなか簡単にはうまく

いかない。それについては、恐らく少し違うレベルの話になるかもしれませんけれど

も、感染症、あるいはインフルエンザを含めた急性感染症をどういうふうに地域として

受け入れるかということもある程度見合いにしながらしていく必要があるのではない

かと思っております。以上です。 

 

〇座長 

ありがとうございます。そのほか、いかがでしょうか。 

 

〇構成員 

小児患者の年齢区分についてですが、一般的には１５歳、すなわち中学生までを小児

科の対象とすることが多いと理解しています。この点を申し上げる理由は、遠賀中間医

師会の急患センターでは、日曜・祝日に小児科・内科を区別せず、１診体制で小児科医

または内科医が担当している現状があるからです。小児科医一人当たり年に４～５回

出務する際には成人患者も診療しており、実際には受診者の多くが風邪などの軽症で

あると聞いています。また、年末年始のみ小児科と内科がそれぞれ１診ずつの専門外来

体制をとっているとのことです。さらに、急患センターの案内には「担当医が専門医で

ない場合があります」といった注意書きも記載されており、小児救急外来が必ずしも小

児科医のみで対応されているわけではない例が近隣に存在しています。また、学校医の

配置を見ても、小学校は小児科医が担当し、中学校は内科医が担当しているケースが多

くみられます。こうした状況を踏まえると、さまざまな課題はあるものの、急患センタ

ーに来院する中学生以上については内科医が診療を行うことも可能ではないかと考え

られます。内科も大変な状況だと思いますが、小児科医の数が減少している現状を踏ま

えると、このような取り組みが一部でも負担軽減につながる可能性があるのではない

かと感じています。この点についてどのようにお考えでしょうか。 

 

〇事務局 

まず、このアンケートの取り方ですけれども、聞き方といたしましては、１８歳以下

の子どもさんがいらっしゃる方の回答という形でしております。インターネット回答

で、確か病院などにこのアンケートのチラシを置いて、実際は電子でアンケート回答し

てもらっているというところで、まずアンケートの小児というところは、一応振ってい

るのは１８歳以下のお子さんという形にしております。 
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〇座長 

ありがとうございます。中学生以上だと小児科でなくてもというところは、どなたに

コメントをいただけばいいかよく分かりませんが、可能性としてはあるのですか。その

辺りはいかがでしょうか。 

 

〇病院機構 

市立八幡病院の事情を申し上げますと、今、内科が非常に医師が少なくてパワーダウ

ンしています。従って、ＡＹＡ世代をどうするかという話もあるのですけれども、なか

なか成人を診る内科が小児科のサポートを診るのはなかなか難しいのが現状でござい

ます。ただ、これは今のマンパワーの問題ではありますけれども。 

 

〇座長 

ありがとうございます。ほかは、いかがでしょうか。 

 

〇構成員 

先ほど座長が言われたサブセンターの件です。少し議論から外れてきたから戻しま

すけれども、資料集が最後のほうにございまして、その８ページに出務している数が出

ております。門司休日急患センターがトータル７１です。それと、若松休日急患センタ

ーが７１。トータル１４２名の先生がもし集約できたら、少し浮いて市立八幡病院のほ

うに応援できる。ただし、もちろんこの数では焼け石に水だと思うのです。結局、年間

１人ずつ派遣することもできないくらいの人数です。ただし、中で疲弊されている先生

方が、そういう方向性を示してくれることでモチベーションが上がるという効果も合

わせて、まずここの辺りから取りかかるということが必要だと思います。今後さらにそ

れをどうやって広げていくかは検討していく余地はあると思いますけれども、この１

４２名を市立八幡病院に日曜・祝日だけでも１人ずつ派遣が増えましたよ、応援が来ま

したよということで市立八幡病院の小児科の先生方は勇気づけられるのではないかと

思っております。以上でございます。 

 

〇座長 

ありがとうございます。続きまして、緑色の部分、「持続的な小児医療体制の確保」

に移りたいと思います。ここでは、市全体としての持続可能な小児医療体制というとこ

ろで、サブセンターのあり方、市の医療の仕組みのあり方を含めてどうするかという内

容になっております。構成員が今おっしゃっていただいたところも含めて、ほかは、い

かがでしょうか。では、構成員、またお願いします。 

 

〇構成員 

これは少し失礼なことを申し上げるかもしれませんけれども、ご容赦ください。結

局、今の方向性としては市立八幡病院の小児急患数をどんどん減らしていくという方

向性です。多分、収益は若干減っていくと思います。そういう中で、同じ資料集の１６

ページに市立八幡病院の決算が出ているのですけれども、令和６年度の医療収益７３

億円のうち給与費が６１億円ということで、人件費率としては８３．５％くらいでし

た。となると、今後、産業医科大学病院や九州大学病院の小児科が派遣しますよ、大丈

夫ですよ、応援しましょうという時に、どんどんそこを、患者数は減らしていこうとい
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う中で、その人件費を賄う覚悟があるかないか、これは市立病院機構に聞くのか、病院

に聞くのか、市に聞くのか分かりませんけれども、全体的な方向性としてそこはもう目

をつむって増やしていく覚悟があるかどうかというところを考えないと、今後のディ

スカッションの方向性が違ってくるわけです。だから、これはもう病院にとってはかな

り厳しい状態でありますし、市もその覚悟でやっているのかというのをお聞かせいた

だいたらと思います。 

 

〇座長 

ありがとうございます。まず、病院機構からコメントをいただければと思います。 

 

〇病院機構 

なかなか難しいが、しかし非常に重要なコメントありがとうございます。これはバラ

ンスの問題だと思うのです。すなわち、いわゆる比較的不採算部門で、しかも疲弊の元

になるウォークインで比較的軽症の方が減ってくることそのものは、過剰な負荷が減

ることになりますし、また、そこにもしほかの医療機関や大学からサポートいただけれ

ば、それはそれでありがたい。やはり、最終的な理想形がどうなのかと考えていかねば

ならないと思うのです。理想形というのは、何と言いましても、必ずしも病院にお越し

になる必要がない方々がきちんと情報を取っていただいて、あるいは市立八幡病院に

来る・来ないは別にしても、それぞれある程度それに対する対応を分散していただくと

いうのが１つ。だけれども、それをやっていく間に、今問題になっている問題と理想形

にはギャップがありまして、今の問題は小児科のマンパワーが既にオーバーワークに

なっていて、そしてそれができない状況。ですから、そこについてはある程度、まずは

一番疲弊した状況をどうやってカバーするかということでご支援をいただきたいと思

いますし、そしてだんだんと減ってくれば、それはまたその時点でやり方を変えること

ができると思っております。すなわち、現時点でのどうすべきかということと、それか

ら、最終的な理想形をどうするのかというのは必ずしもマッチしないと思いますので、

まずは生き残ると言うとおかしいですけれども、医療が崩壊しないようにということ

が一番だと思います。 

もちろん私どもは、なかなか経営がうまくいっていないのは非常に申し訳ないと思

っておりますし、市のほうにもいろいろとご迷惑をおかけしておりますけれども、一

応、政策医療を担うということでご支援をいただいておりますし、やはり、まずは患者

さんがしっかりと一番いい形で対応していただくような方向で私としてはやっていき

たいと。１つのフェーズでは言い切れないものがあります。時間軸の中でと思っており

ます。以上でございます。 

 

〇座長 

ありがとうございます。続いて、事務局からお願いします。 

 

〇事務局 

ご意見ありがとうございます。今、病院機構がお答えになったことがほとんどかと思

います。私どももほぼ一致する考えでございますけれども、まずこの委員会としまして

は、やはり、今まで北九州市で皆様が守ってきていただいた小児医療を持続可能なもの

にするといったところをこちらのほうで実現したいと思っております。それとは別に、
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この市立病院機構のこういった経営の問題につきましては、しっかりと別途打ち合わ

せをさせていただいておりますので、ぜひこの２つを両立させていただきたいと思っ

ております。それにつきましては、しっかりと市立病院機構と話をさせていただきなが

ら進めたいと思っております。以上でございます。 

 

〇構成員 

病院機構も同じご意見で、病院の小児科医を増やす方向で頑張っていくということ

でよろしいでしょうか。 

 

〇病院機構 

根本が私の理解と少し違って、例えば門司休日急患診療所、サブセンターの小児の収

支と支出、そして赤字の程度、若松もそうです、１人の医師が診る患者さんの数は非常

に少ないです。門司と若松に恐らく補助金などが出ていますので、当然のことながら１

次医療を市立八幡病院に集約する場合は、ある程度市立八幡病院にもウォークインを

このまま維持するということであれば、その分はやはり補助はしていただかないと、医

師だけ増えるけれども患者は同じと言われますとなかなか厳しいものがあります。ど

ちらかというと、国立小倉医療センターの構成員の所は、結構、小児でトントンの収支

が出ているのですけれども、当院はウォークインの部分が非常に赤字になります。手間

暇かかって、人は非常に多く動員されて、かつ単価が安くて、診療報酬が小児科のウォ

ークインはあまり上がらない。入院が増えれば実は良くなるのですけれども、入院を請

け負う小児科医の数と全部賄うとなると数十人の数が小児科は要りますので、そうな

ってしまうとなかなか、今の状態で医師だけ増やされて、やれと言われると、政策医療

として考えていかなければならないと私は思います。 

なぜかというと、門司や若松でサブセンターが今どういうふうになっているかを見

ていただきたいし、馬借の小児科の休日急患センターの収支もチェックしていただく

と分かりますが、医師１人当たりの患者さんを診ている数と給与で、恐らく当院よりも

非常にバランスの悪い経営をなさっていらっしゃると思いますから、そこはもう少し

根本的に考えていただいて、当院に集めるのであれば、先生方も集まっていただきます

けれども、そういう予算なども集めていただくのが筋ではないかと私は考えています。

以上です。 

 

〇座長 

ありがとうございます。はい、構成員。 

 

〇構成員 

ウォークインを診れば診るほど赤字になるという根拠が私は分からないのです。う

ちの病院は診れば診るほど黒字になります。その赤字になるというそれは、病院内のシ

ステムの問題を改善しないといけないのではないでしょうか。 

 

〇病院機構 

２万人とか１万人程度でしたらそれも何とかなるのですが、４万人ともなると異常

な数になります。先ほど病院機構から申し上げたように、ものすごく波がありますの

で、閑散とした時期には確かに閑散とするのですが、どこで閑散としているのか、どこ
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で集中するのか分からないので、どうしても医師を張らなければならない。それから、

医師以外の医療従事者も張らなければならないというところがありますので、そこで

私が、１週間後にＲＳがはやって小児科が分かるということができれば、そういうもの

は波を付けて、例えばアパホテルのように部屋を減らしたり人員を増やしたりするこ

とはできますけれども、そうではなくて、非常に多い時は、よそで診てくれないからう

ちで診てくれというものが山ほど来ます。そういうものも受けることで最大公約数的

に診ていますので、少ない時には非常に無駄なことをせざるを得ない。救命救急センタ

ーも同じです。ですから、やはりそういうところは非常に厳しい。ですから、コンパク

ト化すればより入院が増えて、国立小倉医療センターのようにウォークインよりも入

院が増えれば、当然のことながら小児科は収入も増えることが可能となります。以上で

す。 

 

〇座長 

ありがとうございます。今の点は、１つは地域としての医療体制をどうつくっていく

かという動きの部分と、それから、市立八幡病院なのか市立病院機構なのか、そこの経

営をどうしていくかという部分と、さらに、国の診療報酬を含めた制度の動きの中で何

をどうつくっていくのかという、自助努力でしっかりやっていただかないといけない

部分と、マクロ的な動きの中で決まってくる部分とあって、その中間領域として市の小

児の医療システムの話というところだと思います。だから、どれか１つがという話でも

なく、その絡み合ったところをどう解いていくかということではないかと私は思いま

した。市立病院機構の経営については別の会議で評価委員会もありますので、そちらで

もいろいろなご意見をいただきながら改善していただいていると思います。そこの課

題については引き続きということだと思います。 

今の議論も結局のところ、持続可能な地域の中で小児医療を救急・急患・休日含めて

どうするか。やはり、ここは少なくとも、今の体制のまま持続していくのは、もう無理

が来ているというのは皆さん共通の認識かと思いますし、病院機構が言われたことも、

地域の中のリソースをどう配分して効率的な、あるいは持続的な仕組みをつくってい

くのか、そういう視点は要るということだと思います。 

 

〇病院機構 

先ほど構成員もおっしゃいましたけれども、例えば外からのサポートが来たとして

も、恐らく焼け石に水に近い状況だというのは分かります。だけれども、構成員がおっ

しゃったように、そのサポートが来るというだけで、やはり職員にとっては、特に小児

科で疲弊している医療者にとって非常にありがたいことだと思います。それで、ここに

書かれていることの全てがいきなり１００点満点でできるはずはないと思っているの

ですけれども、今の状況からしますと、この中からできることが１つでも２つでもでき

るだけ早いうちに実現していくことができればとは思っております。そういった点で、

こういうふうにすればというご意見をいただくのも大事ですけれども、ぜひ市のほう

とも連携しながら、それが本当に早い時期から動き出す、そこは本当に思うところで

す。以上でございます。 
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〇座長 

方向性をきちんと示すことが大事ということだと思います。ありがとうございます。 

そうしましたら、次に、黄色の部分「市立八幡病院の大学病院等との連携による医療

体制の充実強化」、ここについてご意見・ご質問をいただければと思います。 

 

〇病院機構 

これは構成員からお話があったことだと思いますけれども、市立八幡病院の小児科

はいわゆる医局との関連が少ないです。別の言い方をしますと、きちんと体系的に教育

をしたり、受けたり、あるいは学術活動を通じてブラッシュアップをしているかという

と、そこは少し不安があります。ですから、ここにも書いておられるように、大学との

連携の中で、大学のほうからそういった先生がお越しになってしっかりと指導してい

ただくと非常にありがたいことだと思いますし、そういったご発言をいただいたのは

本当に感謝しております。以上です。 

 

〇座長 

ありがとうございます。ほかは、いかがでしょうか。 

 

〇構成員 

市立八幡病院からは来年度に１名の先生がＮＩＣＵの研修に来ていただけることに

なっていまして、再来年度ももう１名の若い先生が来ていただけるということになっ

ていますので、若い先生の交流も重要と考えております。最近、市立八幡病院に小児神

経の専門の先生が不足しているとのことで、インフルエンザがはやっていることもあ

り、脳症のような患者さんのご紹介が増えています。ほかにも生後１カ月、２カ月くら

いで人工呼吸器の挿管管理が必要な患者さんなどを市立八幡病院で診るのが難しいと

いうことで、産業医科大学病院にご紹介いただく機会が増えています。ですから、夜だ

けではなくて日中のマンパワー不足も少し感じるような局面がしばしばありまして、

そういったところも含めて私たちがお手伝いできるというか、Ｗｉｎ－Ｗｉｎの関係

で少し連携を強めていくべきなのではないかと思っています。私たちもお願いされて

受けられない時は、構成員の国立小倉医療センターやＪＣＨＯ九州病院のほうに患者

さんが流れていると思いますので、そういったことを含めますと、みんなで連携して少

し診療体系を強化していかなければならないのではないかと感じています。 

 

〇座長 

ありがとうございます。その辺り、医療の高度化、地域全体の高度化にもつながって

いくということですね。ほかは、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

そうしましたら、事務局で整理していただいた４つの項目については個別にご意見

をいただきました。全体を通して、ほか、総括的なご意見でも結構ですし、補足的なも

のでも結構ですが、何かありましたらいかがでしょうか。 

 

〇事務局 

ありがとうございます。今回も前回に引き続いてより突っ込んだ議論がなされたと

感じます。最初に病院機構がおっしゃられたようなシステムが、最終的には望ましいの

ではないかと思うところです。今、市立八幡病院が大変なところに１次救急を集約化す
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るのに外からカバーが入る、そして大学との連携がすでにはじまっている、だけど、そ

の次にどうするかというところを、ここであるゴールを決めないといけない時期では

ないかと思います。ただ、拙速にやってはいけないので、丁寧に順序だててと思います。 

福岡市の経験から言いますと、薬院に急患センターがあって、２４時間体制に持って

いく、百道浜に集約化するまでには相当なネゴシエーションがありました。私はその時

にちょうど医局長をしておりましたので、当時の福岡大学病院の小児科医局長と共に

医師会の先生方と一緒に随分議論を重ねた次第です。そこの報酬がどうなるかという

ところまでは、私たちはまだ分からない世代でした。しかしながら、システムは百道浜

に集約化できたので、どこかの病院だけに１次救急の負担が覆いかぶさるというか、そ

ういったことは避けられるようになりました。 

だから、今、市立八幡病院が背負っていらっしゃるこの厳しい現況部分を、全体で東

と西のような形で、北九州が小児に関して１次救急を役割分担できるということが重

要です。とくに、日齢１００までの患児さんと、そうでない患児さんというのは、対応

が異なってまいります。１００日未満というのは新生児医療に近いので、それこそ周産

期医療をやっているＪＣＨＯ九州病院や国立小倉医療センター、北九州市立医療セン

ターというのが鍵になってくるので、そこと切り離せないと思います。東の体制、西の

体制のようにして集約化されるといいのではないかと思います。まだイメージしか出

ておりませんけれども…。 

 

〇座長 

ありがとうございます。今のご意見について、もし何か構成員の皆さんからあればと

思いますが。前回からずっと繰り返し出ておりますように、地域の医療の仕組みをどう

持続可能性を保ちながら高度化していくかというときに、今の話は、住民の方、医師会

も含めてどのようにその合意を取っていくかというところも非常に重要だということ

だと思います。これが、人口が増えて財政的にも増えていくような時代であれば、どう

拡大していくかというのは割と取りやすいのですが、日本全体が撤退戦のような話に

なってきていますので、そこはかなり合意を取り付けるのは難しいところもあるとは

思いますが、病院機構が先ほどおっしゃったように、いち早くきちんと方向性を示し

て、できるところからきちんとやっていくという、それはやはり行政にも求められてい

る役割でしょうし、これから地域のことを考えていく上では避けて通れないと思いま

すので、今日出していただいたご意見を含め、また次回、より具体的なところの議論に

なっていくかと思います。 

そうしましたら、特にほかになければ本日の会議はこれで終了したいと思います。事

務局にお返しします。 

 

〇事務局 

座長、ありがとうございました。また、構成員の皆様も様々なご意見、ありがとうご

ざいました。今いただいたご意見、課題を踏まえまして、次の第８回検討会に向けてま

た整理してまいりたいと考えております。今後、本市が小児救急医療体制の再構築を進

めていくためには、先ほど座長からもありましたけれども、拡大路線であればいいので

しょうけれども、やはりこれからはそうでもない中で、住民・医師会の皆様を含めてい

ろいろと合意を取っていくために、ぜひ構成員の皆様をはじめ、様々な皆様にご協力・

ご理解が必要だと思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いしたいと考えており
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ます。 

なお、本日の議事録につきましては、皆様にご確認いただいたあと、市のホームペー

ジにて公開させていただく予定です。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

それから、次回の検討会でございますが、まだ正式にご案内を出していないのですけ

れども、今のところ、年明けの２月１７日火曜日１９時からで調整しているところでご

ざいます。よろしければスケジュールに入れていただきたいと思っております。正式な

開催のご案内はまた改めてさせていただきます。会場は本日と同じ場所でございます。 

以上をもちまして「第７回市立病院等の医療提供体制のあり方に関する検討会」を終

了させていただきます。本日はありがとうございました。 

 


